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１．研究体制及び研究支援体制

①研究体制に関する取組状況

(1) 学府・研究院制度の導入によって、総合的研究分野の開発・創成が意図されているが、この組

織改革によって、実際に総合的研究開発はどの程度進んだか。その実態（影響と効果）を確認し

たい。

(2) 研究と教育の分離は、どのような形で実施されているのか。

、 。(3) 法学研究院の教員が他の学府に所属する場合 どのような形で研究と教育に協力しているのか

(4) この組織改革は従来の研究科の単位を基本的に踏襲しているが、それが総合的研究開発という

目的に充分適合していると考えられるか。

(1) についての回答

学府・研究院に関する当初の制度設計においては、研究組織を安定的に持続させな【学府の諸類型】

がら、社会のニーズに応える先端的・学際的分野での研究者養成のための教育組織を柔軟に編成

可能とすることを主たる目的としていた。その際、複数の研究院（研究組織）を大規模に横断す

る形での学府（教育組織）を新たに設置するタイプ（現在構想中の「システム生命科学府 、一」）

つの研究院を母体としつつ他の研究院のメンバーを加えるタイプ（たとえば比較社会文化学府、

医学系学府医療経営・管理学専攻）という、主に二つの類型が考えられていた。後者は、各研究

院の学問分野の伝統をふまえつつ、対応する学府を持ちつつも、他学府の教育にも関与するとい

う方向である。法学研究院の場合は、この後者タイプに該当しており、法学研究院の大半の教員

は法学府を担当し、数名の教員がそれぞれ、比較社会文化学府と医学系学府医療経営・管理学専

攻に関与している。

関与する分野 所属大講座名 専攻 関与領域人数 氏名
比較社会文化学府 ２名 大河原伸夫 政治動態分析 比較政治学 政治社会論（政治理論）

豊永 郁子 政治動態分析 比較政治学 比較国家論

医学系学府医療経営・管理学専攻 １名 河野 正輝 社会法学 社会保障法 医療保障法

このように、学府・研究院制度は、第一義的には教育組織の柔【副次的効果としての研究への影響】

軟化を目的としている。大学院教育としての成果は新制度の下での修士課程修了者の輩出により

明らかになりつつある。他方、学際的分野の学府教育（大学院教育）を担当する中で、従来の学

問分野の枠を超えた問題意識の共有が進みつつある。この副次的効果は、学府・研究院制度の導

入から２年余りしか経過していないため、まだ、顕著ではないが、今後、従来の学府教育をめぐ

る研究院間の協力が深まるとともに 「システム生命科学府」など、多くの研究院を横断するタイ、

プの学府が設置されれば、中長期的に学問分野の再編・総合的研究分野の創成促進が期待できる

と言えよう。

【法学系研究領域における研究面での学府・研究院制度の影響と効果】

法学研究院からは社会法専攻から1名が専任教医学系学府医療経営・管理学専攻への関与の場合：

員として医療経営・管理学専攻に関与し、医療保障法を担当している。本専攻には、他に保険会
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社・厚生労働省の出身教員や、医学研究院、人間環境学研究院、経済学研究院、薬学研究院、健

康科学センターからも専任教員が配置されており、それぞれリスクマネジメント、医療経営、医

療財政、医師患者関係などの領域を担当している。こうして医療経営・管理を多面的に教育研究

する体制が整っているといえよう。まだ設立されて間もなく、現在のところは教育面に力点が置

、 、 、かれているため 人的構成を生かした総合研究の組織化は実現していないものの 近い将来には

各々の専門領域を生かした学際的研究成果が期待できる。

法学研究院からは２名の政治学系（比較政治学）の教員が比比較社会文化学府への関与の場合：

較社会文化学府の教育に関与しており、こうした形での人的交流の積み重ねを基礎に、現在、法

学・政治学・社会学などの分野を横断する形で、本年度申請予定の21世紀 プログラムの研究COE

チーム編成が進められている。

(2)についての回答

教育と研究は組織としては分離しているが、法学府に所属する教員の場合も、他学府の教育に関与

している教員の場合も、それぞれの分野での研究を基盤に大学院教育を実施しており、教育に専念

、 。する教員と研究に専念する教員との機能分化という意味では 教育と研究の分離は行われていない

ただし、今後、21世紀 プログラムが採択されたり、法科大学院が設置されるならば、そうしたCOE

機能分離もある程度、進んでいくことが見込まれる。

(3) についての回答

他学府での授業を担当するとともに、当該学府教授会に参画し、論文指導や学位【教育面での協力】

認定にも関与している。

上述の通り、学府・研究院制度が発足して間がなく、教育面に力点が置かれてい【研究面での協力】

るため、専攻分野を超えた人的構成による研究面での学際的・総合的研究の成果はまだ顕著に示

されてはいない。しかし、その人的構成を生かした研究面での協力は進んでいくものと期待され

る。

(4) についての回答

既存の部局を母体としつつ一部の教員が他学府の教育を担当する場合にせよ 「システム生命科学、

府」のように多くの研究院を大規模に横断するタイプにせよ、学際的・総合的分野の研究者や職業

人の養成に関与する中で、中長期的に総合的研究分野の開発が始まり、これを基盤に、場合によっ

ては研究組織（研究院）の再編にまで進んでいく効果が期待できる。また、このような方向を制度

的に担保するために、平成14年５月に、複数研究院とそれらが関与する学府・学部との間で予算や

人事について調整するシステムとして 「学府・研究院・学部企画調整協議会」が設置された。ま、

た、同協議会において、各研究院について必要に応じた柔軟な研究院再編を促すために、５年ごと

に評価し10年ごとに見直すこととした。

さらに、法学研究院を含む九州大学箱崎文系地区においては、地域と共に生きるこれからの大学

の在り方について考えるために、九州大学箱崎文系地区社会連携連絡協議会を今年度新たに設置し

た。平成14年10月９日には第１回協議会が開催され、またそこでの議論をうけて、10月24日には基
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調シンポジウム「地域社会は大学に何を求めるか」が開催されている。これによって、行政・産業

界・市民団体代表等との意見交換を通して、研究面でも研究院間での協力を強化しつつ地域社会と

連携していく体制が作られている。

学部自治の制度的文化的慣性が依然として残る中で、教育経験や社会連携の共有を突破口に研究

、 、分野の再編や統合を図るという方向は などによる部局間の研究協力の積み重ねとあいまってP&P

急激なスクラップアンドビルドによる教育・研究の混乱や荒廃を防止しつつ新たな展開を着実かつ

実質的に進めることに役立つものと考えられる。

◆別添資料（１ ： 西日本新聞』2002年（平成14年）11月30日付）『

○講師や助手の配置において、研究の実態（専門分野）と対応していないところがあるがどのよう

に考えるか。

１名は 担当講師である。この講師の専門は中国政治史であるが、同時に高度の 技術を【講師】 IT IT

有している。法学部の教育・研究全般に精通しつつ、それに適合したネットワーク運営やホーム

ページ作成等に貢献する逸材である。本人の研究活動を阻害することなく部局全体に技能提供が

なされており、有意義なポスト活用と考えている。他の１名は留学生担当であるが、この講師は

留学生担当にふさわしい高度の外国語コミュニケーション能力を有する一方で、 の専門家でもEU

あり、国際法と国際政治に精通しているので、配置と本人の専門分野とは整合している。

主に大学院博士課程修了者・修了予定者の中で、博士学位を取得し【助手(研究補助室配属を除く 】）

た者・取得が見込まれる者や、短期に博士論文の提出が見込まれる者の研究を促進し、かつ、そ

、 。の研究経験を後進の大学院生や学部生の教育に活用するために 毎年数名の助手を任用している

任用された助手は可能な限り対応する分野に配置しているが、このような任用目的（基準）であ

るために、年度によっては該当分野に空きポストがない場合に限って、他の大講座の助手ポスト

を活用しているというのが現状である。研究者養成と教育の双方に資する有意義なポスト活用と

考えている。

研究や教育のニーズの高度化・多様化にともない、教員や事務職員では【助手（研究補助室配属 】）

対応しきれない業務が増加してきたのに対応するため、法学・政治学の知識、外国語能力、 技IT

術など、専門的な知識や技能をそなえた人員を配置している。
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(1) 総合企画委員会及び総合企画センターの設置により、個々の教員の研究活動を組織的に方向づ

け支援する体制が整備されているが、実際にどのような働きかけがされているのか。

(2) マネージメント担当の教員はどのようにリクルートされ、実際にどのような役割を果たしてい

るのか。

(1) についての回答

現時点に至るまで、以下のような作業が行われている。

・研究の目的・目標の整備

・教員懇談会などの機会を活用した研究の目的・目標の教員に向けた周知徹底

・アジア法センター、紛争管理研究センター、リーガル・クリニック・センターの組織整備と機

能充実のための支援

・21世紀 プログラムへの応募準備のために総合企画委員会の下に設置されたワーキンググルCOE

ープによる調査検討活動

このように、総合企画委員会が、個々の教員の要請を踏まえながらも、教員全体に普遍性を持っ

た教育・研究環境を横断的に整備する組織的体制を保障しており、広い視野からの総合的な企画・

連絡調整を可能にしている。具体的には、アジア法センター、紛争管理研究センター、および最近

設置したリーガル・クリニック・センター等、専攻横断的な研究体制確立のために、個々の教員に

協力を要請するための基盤を整備し、調整を容易に行うことが可能になっている。

(2) についての回答

法人化の見通しの中、法規・行政・組織管理に通じた人材を確保するという見地から、名古屋大学

の例なども参考にして、文部科学省の職員を確保すべく文部科学省と交渉し、候補者の適性につい

て厳格に吟味した上で任用した。当該マネージメント担当教員の役割は、多岐にわたっているが、

中心的なものは以下のとおりである。

・総合企画委員会の委員が委員長を務める主要諸委員会への出席、議事メモ作成、原案作成の支

援。

・上記諸委員会の依頼による関連情報の収集・整理・分析。とくに法人化問題、法科大学院、大

学評価機構による評価という三大課題への対応において、当該教員は、詳細な調査検討により

多大な貢献をなした。

・支援 法人に関する調査検討と制度設計の骨子作成。NPO

・事務の効率化に関連する形での、事務職員を対象としたアンケート調査の実施（当該教員によ

るとりまとめ結果は、総合企画委員会および教授会に提示され、現在、改善の前提となる問題

意識の共有が図られている ）。

なお、当該マネージメント担当教員の在任期間は２年（平成14年度末まで）を予定していたが、

文部科学省側の都合により本年10月１日に文部科学省に帰任となった。現在このポストの補充策に

ついて検討中である。

さらに、総合企画センターにおける財務部門を担う財務担当教員を新聞広告により公募し、民間

企業等での豊富な実務経験を有する10数名が応募した。その中から１名を選抜し、10月１日より任
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用している。現在、当該教員により、支援 法人設置準備等の作業が行われている。NPO

（ ）「 」『 』 、 （ ）◆別添資料 ２ ： 求む！経営の専門家 西日本新聞 記事および紙面広告 2002年 平成14年

６月８日・９日付

○連携講座は、福岡弁護士会及び日本国際問題研究所との連携により、民刑事法及び国際関係並び

に関係法に限定されるが、公法や政治学など他の部門の連携も考えられているか。

連携講座の設置・運用は、連携先に対して人員の派遣にともなう様々な負担をかけざるをえず、連

携先の理解と積極的なコミットメントを要件とする。公法や政治学などの部門での連携は、こうし

た要件を満たす連携先を掘り起こすという点で、容易ではないのが実情であるが、可能性をつねに

追求する姿勢は保持している。

○外国人教員が短期任用であるのは、理由があるのか。

外国人教員（講師以上）については 「国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する、

」 。 、 、 （ ）特別措置法 が適用される 本学では 同法第二条第三項の規定を受けて 外国人教員 講師以上

の任期を３年（再任可）と定めている（ 九州大学外国人教員の任期に関する規則」第二条 。また「 ）

一方では、九州大学でのキャリアを活用して本人の出身国等々で活躍したいという要望が強いとい

った事情もある。法人化後、非公務員型の任用制度導入に伴い法制度面の見直し等条件が整えば、

法学研究院としては、優秀な外国人教員をパーマネント教員として積極的に任用していきたいと考

えている。

(1) 女性の助手のうち、もっぱら事務に従事しているものの人数はどれだけか。

(2) 現在助手である女性たちの将来の処遇はどのように考えられているか。

(1) についての回答

自己評価書19頁に示したように、６名（現在のところすべて女性）が、研究補助室配属助手に任用

されている。

(2) についての回答

法人への移行を控えて、法人制度に適合した補助体制（研究および教育の補助体制）を検討中であ

り、この枠組の中で、当該助手たちの専門的な技量や経験を活用する方向を考えている。
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②研究支援体制に関する取組状況

(1) 研究補助室は、組織上どこに帰属しているのか。事務室の一部か、研究院長の統轄下にあるの

か。スタッフの任用は、どのように行われているのか。特別の資格が要求されるか。

(2) リサーチ・アシスタント（Ｒ・Ａ）は研究補助者としてどのように位置づけられるか。

(1) についての回答

研究補助室は、事務室の一部ではなく、組織上は研究院長の統轄下にある。日常的にその業務を指

揮、監督しているのは研究室主任である。研究室主任は部局執行部の一員として、かつ総合企画委

員会のメンバーとして、研究院長や総合企画委員会と協議しながら研究補助室の指揮監督につとめ

ている。当該助手の任用は、原則として公募によって行われている。採用選考に際しては、研究室

主任を含む採用委員会が応募者に対して筆記試験、面接を課してきた。特別の資格を要求してはい

ないが、任務遂行に必要不可欠な法学・政治学の知識、外国語能力、 技術など、専門的な知識やIT

技能の観点から厳格に審査して任用を決定している。

(2) についての回答

リサーチ・アシスタントの研究補助者としての位置づけについては、現在のところ、リサーチ・ア

シスタントを採用した個々の教員に対する研究補助者としての位置づけにとどまっており、今後こ

れを部局全体としての研究支援体制のなかに機能的に位置づける方策につき、研究体制ワーキング

グループにおいて検討中である。

リサーチ・アシスタント 研究プロジェクト名 担当教員

原 清一 分権型社会の自治体システムについての研究 藪野 祐三

川元 主税 オーストラリア・ニュージーランド民事法の比較法的研究 五十川直行

上田 竹志 民事訴訟に関する研究 川嶋 四郎

金 哲 東アジア（日・韓・中）における歴史認識の相互理解に関する研究 石川 捷治

雨宮 敬博 犯罪報道の影響に関する研究 内田 博文

○研究補助室の業務の一部を外部委託するとすれば、どのような面が可能であるか。

研究補助室は、研究の補助とともに、大学院の国際コースの大学院生への対応や種々の教材作成な

ど、教育補助にも従事し大きく貢献している。いずれの補助業務も、補助室構成メンバーの専門的

な知識・技量を必要不可欠とするものであるが、教員の全般的負担増にともない、単純な雑務にも

自発的に協力しているのが現状である。当該メンバーをこうした雑務から解放するため、外部化の

具体策について、現在、研究体制ワーキンググループのもとで検討中である。
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③諸施策に関する取組状況

○総合人事委員会の設置により、具体的にどのような成果があったか、どのような点で従来とはち

がってきているか。

総合人事委員会設置までは、各部門・大講座からの発議によって人事が行われることになっていた

ため、当該専攻分野という視野の枠内での人事ということにならざるをえない傾向があり、また、

その傾向について他の専攻分野から異論を述べることにも困難がともなった。対照的に、総合人事

委員会設置後は、法科大学院の設置、法人化後における全学的な人事制度の変更の見込みなどの事

情も相まって、法科大学院設置も含めた教育の充実や研究の戦略的展開を意識しながら、小講座制

の下で人員補充が停滞していた分野も含めて、候補者の選定作業が一挙に促進され、実際の任用も

進んで定員充足率が急速に高まった。マネージメント担当教員、 担当教員、財務担当教員など、IT

既存の事務でも教員でも担いきれない分野における人員のリクルートが円滑に進んだのも、総合人

事委員会設置の効果の一つにあげることができる。また、総合人事委員会設置後は、各人事専門委

員会が候補者について発議の後に開催する部局内ヒアリングにおいても、様々な分野の教員が積極

的に参加し活発に議論するなど、人事をめぐる雰囲気も、小講座制時代とは異なりオープンになっ

てきたと言える。

総合人事委員会 研究院長（オブザーバー ・評議員・大学院企画運用委員）

（平成13年7月18日設置） 会委員長・学務委員会委員長・研究室主任

人事専門委員会（設置）

平成13年12月12日 紛争管理論人事専門委員会

平成13年12月12日 民法人事専門委員会

平成13年12月12日 商法（会社法）人事専門委員会

平成13年12月12日 民事実務人事専門委員会

平成13年12月12日 刑事実務人事専門委員会

平成14年 1月 9日 政治動態分析人事専門委員会

平成14年 4月17日 韓国法人事専門委員会

平成14年 4月17日 社会連携・財政担当マネジメント教員人事専門委員会

平成14年 5月22日 憲法人事専門委員会

平成14年 5月22日 社会保障法人事専門委員会

平成14年 5月22日 民法人事専門委員会

平成14年 5月22日 商法人事専門委員会

○科学研究費補助金以外の外部資金獲得のため積極的推進策を行っていない理由は何か。今後残さ

れた課題があるとされているが、それはどのようなものか。

従来、個々の教員あるいは研究グループが、必要に応じて外部資金獲得のために自発的に努力して

きており、それだけで相当程度の外部資金獲得の成果をあげることができたことが、主たる事情で

ある。しかし現在では、経済情勢や国の財政事情が厳しくなる一方で、部局として組織的に取り組

む重点テーマを策定する方向に進みつつあるので、部局の国際学術交流研究基金を拡充したり（寄

附による基金の積み増しや用途の拡大等 、受託研究のニーズを掘り起こすなどの諸施策に関する）
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検討が、研究体制ワーキンググループによって始められている。また、外部資金獲得のための諸施

策実施の中軸を担うことを、総合企画センターに所属する財務担当教員の主要任務の一つとしてい

る。

○キャンパス移転が予定されているが、その計画を示されたい。

平成3年10月「九州大学新キャンパス移転構想」が評議会において承認した後、本学は、平成12

年４月までに「大学院重点化」を完了させ、同時期に「学府・研究院制度」を導入し，キャンパス

統合移転を契機に、国際レベルの先端的学術研究・教育拠点の構築を目指すため、新キャンパスに

国際的・先端的な研究教育施設設備を整備するとともに、社会の要請や時代変化に対応できる柔軟

な組織編成を可能とする施設整備・機能的な空間の構築を取り入れたキャンパスづくりを進めてい

る。

新キャンパスの統合移転計画は、平成13年３月に策定した「九州大学新キャンパス・マスタープ

ラン2001」に基づき，第Ⅰステージ（３年間）の平成17年度を移転の初年度とし、その後、第Ⅱス

テージ（４年間）及び第Ⅲステージ（３年間）に大きく分け、概ね10年間で移転完了を目指すこと

としている。

第Ⅰステージでは、造成工事が完了したⅠ工区に、工学系の研究教育棟Ⅱ及びⅢの建物が平成17

年３月に完成予定で、同年度後期に機械航空工学部門群、物質科学工学部門群、理系図書館、情報

基盤センターなどの教職員・学生、約2,000人が移動し、第１期開校を迎えることとなる。また、

工学系の研究教育棟ⅠがＰＦＩ事業により、平成18年度に完成を想定し、地球環境工学部門群、大

学院システム情報科学研究院、関連する学内共同教育研究施設等の教職員・学生が移動することと

している。

第Ⅱステージでは、理学系、本部局を含めた文系、中央図書館、体育館、留学生センターなど、第

Ⅲステージにおいては、センター地区の構想施設、農学系、事務局棟、農場などの施設を整備し、

移転を完了することとしている。

また、九州大学学術研究都市の拠点として、新キャンパスのセンターゾーン内に 「タウン・オン、

」 、 、 、 、 、・キャンパス を整備し 地域連携施設 産学連携施設 国際交流施設 学生支援施設等を設置し

経営を視野に入れた活発な産学・地域連携、国際交流を支援する拠点として、地域と世界に開かれ

た大学の顔とすることとしている。

◆別添資料（３ ： 九大広報』2000年10月号（別冊）および2001年３月号）『

○サバティカル制度が活用されるために、どのような取組が必要か。この制度を利用した後、一定

期間以内に研究成果を報告する義務があるか。

現在のサバティカル制度は、年間あたり就任順枠２名と申請枠２名、期間は原則１年で運用してい



- -9

九州大学法学部、大学院法学研究部

る。しかし前者については、文科省在外研究もサバティカルも共に就任順となっているため、両者

が重複又は近接（５年以内）するケースが生じ、不公平感をもたらしている。後者については、大

学が置かれている多忙な現状において申請すること自体を躊躇する傾向が見られる。そのため、総

合企画委員会のもとに、サバティカル・在外研究等検討委員会が設置され、現在その改善策が検討

されている。例えば、改革の基本的方向として、現行制度のように、在外研究員制度とサバティカ

ル制度の二本立てとする案、文科省在外研究、民間財団による在外研究、サバティカル等を研究専

念期間として一本化する案などのメリット・デメリットについて議論が行われている。

サバティカル制度を利用した後、サバティカルによる研究活動報告書を提出する義務が課せられ

ている。ただし、一定期間内に論文等の研究成果を公表する義務までは課せられていない。サバテ

ィカルは、これまでの研究成果を取りまとめるために利用されることもあれば、新しい研究領域の

開拓を目指した萌芽的研究の遂行のために利用されることもあるからである。後者の点では、任用

後間もない若手教員による活用を促進する方向での制度改善も検討する必要があろう。

○アジア太平洋センター及び紛争管理研究センターの活動の成果は、どのような形で外部に向けて

公表されているのか。

・ ：福岡市の外郭団体である。本研究院教員による当該センターでの 活動アジア太平洋センター

実績については、自己評価書30頁の資料1.38を参照されたい。

・ ：紛争管理研究センターでは、紛争処理に関する理論的研究、実践的応用紛争管理研究センター

研究を実施し、その成果を社会に広く還元するために、紛争管理技法セミナーや、研修講師、委

員会委員などに積極的に参画している。

なお、同センターでは年間数回の公開セミナーを実施して、研究成果を社会に還元するととも

に ホーム・ページをつうじて活動成果を公表している 平成14年9月には33名の参加者を得て 医、 。 『

療スタッフ向け紛争解決技法セミナー （4日間）を実施したが、その成果はすでにホーム・ペー』

ジ（ ）で公表している。また、ニューズ・レターの発http://www law kyushu-u ac jp/cms_center/index htm. . . . .

行も予定している。なお、平成15年1月には、法律関係者向け紛争解決技法セミナー（4日間）を

実施予定である。

Comparative・ ：今までの主たる活動はＹＬＰ(Young Leaders' Programアジア法センター ）、 （CSPA
）学生の教育とアジアにかかわる主題の講演会の開催だStudies of Politics and Administration in Asia

が、ＹＬＰ、 についてはカリキュラムや募集要項をＨＰ上にのせている。講演会は、CSPA
（ 氏による「東アジアにおける儒教と憲政」や、オースT.Ginsburg Univ.Illinois at Champaign)

KUAROトラリア駐日大使による オーストラリア外交と日本 などを市民にも開かれた形で行い「 」 、

（九州大学アジア総合研究センター）の で案内している。また、現在、学術振興会との共催HP
Law and the Open Society in Asia 20で開催中のアジア学術セミナーは と題し アジア各地から、

、 、名以上の若手研究者を集めて成功裡に進んでいるが この企画の中心はアジア法センターであり

報告書を刊行するだけでなく、今後はアジアにおける研究者のネットワーク構築が構想されてい

る。
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◆別添資料（４ ：アジア学術セミナー・プログラム）

④諸機能に関する取組状況

○法学部図書室の外部利用を促進するためなんらかの手段が講じられているのか。外部利用者の実

態に関する統計資料があれば、提出していただきたい。

中央図書館を窓口とする形で、市民による図書・資料の利用に供するほか、公共図書館との相互利用

が進められている。法学部図書室は、中央図書館経由での外部からのリクエストに積極的に応える体

制をとっている。

◆別添資料（５ ：平成13年度図書室利用統計）



- -11

九州大学法学部、大学院法学研究部

２．研究内容及び水準

○総合的な共同研究を目標に掲げる場合、個人研究とどのようにバランスをとっていくか問題にな

る。この点についてどのように考えているか。

・共同研究と個人研究が相互に刺激となるバランスや組み合わせが確保されることが理想であるこ

。 、 （ 、とは言うまでもない 均衡点がどこにあるかは 研究分野や個人的資質 共同研究が得意な教員

どちらかといえば個人研究が得意な教員）などに応じて種々ありえるので一概には確定できない

、 、 、であろうが 少なくとも 一方が他方を阻害することで研究活動全般が停滞しないよう配慮する

ということがミニマムな要件であると考えている。

・教育、管理運営（行政）を積極的にこなしつつ、個人研究と共同研究を一定のバランスを保ちつ

つ積極的に展開するというのは、過大な要求に思われる。中長期的には、法人制度の下で、ロー

テーションの組み方や、教育機関としての大学という本分に背馳しない範囲内での教育と研究の

ある程度の機能分化について検討していく必要があると考えている。

○同様に応用研究と基礎研究のバランスをとることも困難な課題である。とりわけ基礎理論の研究

を重視することが九州大学の伝統だと一般的にみられているが、この伝統の維持については、ど

のように考えられるか。これまで優れた業績を生み出し積極的な研究を推進してきた原動力はな

にか。それを全体として高めるための方策がなにか考えられているか。

・大学をとりまく急激な変化の中で、先端的応用的分野へのニーズ対応が脚光を浴び、学内におい

てすら、ともすれば基礎研究の重要性が軽視されかねないことを危惧しているので、貴重な御指

摘に感謝したい。

・ 基礎理論の研究を重視することが九州大学の伝統」という見方は、九州大学の個性とブランド「

力の重要な要素と考えている。これまでこうした伝統を支えてきた原動力としては、先輩諸兄の

基礎研究への熱意ある取組が第一の要素であるが、加えて、西日本の拠点大学として、時流に瞬

発的に反応する東京とはひと味違った方向をめざすという彼らの自負や、それにもとづく研究者

養成や人事の方針があったことも指摘できるであろう。こうしたことをふまえるならば、基礎研

究が本学の貴重な伝統であり個性であるという意識を教員が共有していくことが、基礎研究の原

動力を全体として高めるための基本であると言えよう 「基礎分野と応用分野との調和・バランス。

の確保」を法学研究院の研究目的として掲げたのもそのためである。

・一見逆風と見える現状ではあるが、先端的応用的分野での研究が今後本格的に進めば、やはり中

長期的には、それを理論的に支える基礎理論へのニーズが不可避的に高まるとの見通しにもとづ

き、法制史（ローマ法を含む ・法哲学・政治史・政治学史などの分野における基礎的研究を着実）

に展開していきたい。４つ程度の重点推進研究テーマの一つに、基礎研究のテーマを含めること

も、今後の重要な課題と考えている。また、法科大学院を中心的に担うことになる実定法部門に
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おいても、数値的な基準までは考えないものの、基礎的研究に従事する研究者の一定数のリクル

ートや、そうした分野における研究の促進・支援のための施策を検討していきたい。

○アジア・九州・沖縄研究の今後の計画と見通しはどのようなものか。

現在、法学研究院を中心にして 世紀 プロジェクトを申請しているところであるが、そこで21 COE
はアジア法概念の究明を基礎法学的な視座から取り組み、政治学的な手法や関連専攻の協力も得な

。 、 、 、がら総合的に研究していく アジア法センターではさらに 外部資金のめどがつき次第 アジア法

日本法のデータベース化を予定し、研究成果と法令情報を広く世界に発信する計画がある。また、

アジア各国の留学生を毎年送り出していることにより、アジア各地での九大 が着実に増加し、OB
アジアに関する研究基盤となる。

また、沖縄研究については、これまで４年間にわたって沖縄から４名の現職新聞記者を短期任用

教員として招聘し、彼らとの協同により沖縄アイデンティティ論をめぐる共同体論・ナショナリズ

ム論に関する学際的な研究活動がおこなわれてきたことを基礎に、今後学内Ｐ＆Ｐ等の資金獲得に

よって、よりいっそうの他機関・関連専攻との連携に支えられる研究のプロジェクト化を進める計

画がある。このため、来年度には沖縄県庁より、基地対策室でながく中心的役割を果たしてきた幹

部職員を短期任用教員として招聘し、沖縄行政部門との連携のもとで、理論と実務の両方を踏まえ

た研究を促進することとなっている。

３．研究の社会（社会・経済・文化）的効果

○紛争処理の理論的研究及び技法の開発が紛争管理研究センターの設置により実践段階に入ったと

されるが、たとえば医療紛争処理の現場にどのような影響があったのか、実際を知りたい。

平成14年9月に実施した『医療スタッフ向け紛争解決技法セミナー』は九州地区一円から多くの医

療現場の紛争処理関係者が参加したが、参加者に対する事後のアンケートによれば、セミナーをつ

うじて紛争処理現場での対応スキルを習得できて有意義だったといった、当該トレーニングの現場

での有用性を高く評価する回答が圧倒的に多かった。また、再度このセミナーに参加したいとの希

望が多く寄せられたことや、他の医療機関からもセミナー実施への要望が示されたことなどからみ

ても、医療紛争処理の現場に与えた社会的効果の大きさが知られる。このセミナーでは、福岡県の

医療機関の管理者、ソーシャルワーカー、事務担当者、医師、看護師など、実際に苦情やクレーム

に現場で対応している医療関係者に対し、苦情処理技法や患者との信頼関係構築の技法などのトレ

ーニングを行ったが、現場の苦情処理が患者の主体性を尊重しつつ的確になされることで、不要な

感情的対立と防御的医療を防ぎ、患者―医療者関係に良好な影響を及ぼしていると考えられる。ま

た、センター研究員（和田）は、現在、福岡県医師会による産科領域での新たな裁判外紛争処理制



- -13

九州大学法学部、大学院法学研究部

度（スクリーニング・パネル）の設立を目指す委員会に委員として参加しており、平成15年度には

設置が見込まれている。ここでも、紛争管理センターの研究成果が具体的な社会的成果へと連携し

ているということができる。

○地域との連携・推進に対する効果を持つ研究を単発に終わらせないための工夫があるか。

個々の研究が効果を持つ社会的歴史的なコンテクストをふまえ、基礎的研究の力を借りながら、そ

れらの研究を地域の歴史の見地から通時的に総括したり、他の地域と比較研究したりしていくこと

が、工夫の一案であると考えられる。

また、すでに述べたように（３頁参照）法学研究院を含む九州大学箱崎文系地区においては、地

域と共に生きるこれからの大学の在り方について考えるために、九州大学箱崎文系地区社会連携連

絡協議会を今年度新たに設置した。10月９日には第１回協議会が開催され、またそこでの議論をう

けて、10月24日には基調シンポジウム「地域社会は大学に何を求めるか」が開催されている。これ

によって、行政・産業界・市民団体代表等との意見交換を通して、研究面でも地域社会と連携して

いく体制が作られている。こうした体制が、持続的な研究を支えていくのに役立つと考えている。

４．諸施策及び諸機能の達成状況

①諸施策に関する取組状況

○特別研究経費が主として留学生の教育プログラムにあてられているが、それが研究にどのように

貢献したといえるのか。

自己評価書の研究目的５に掲げたように、法学研究院では、直接的あるいは間接的に学部教育や大

学院教育の改善・質的向上に資する研究も、研究活動の一形態として重視する姿勢をとっている。

留学生の教育プログラムに関する研究・開発は、全学の 制度（プロジェクト研究推進の制度）P&P

のＣタイプ（教育手法の開発等に関するプロジェクト研究）の趣旨に合致したものであり、留学生

向けに授業をすべて英語で実施する教育プログラムにおける授業方法や成績評価等々に直接的に還

元されているので、法学研究院の研究目的の達成に寄与するものとして評価している。

○連携講座所属教員は研究にどのように貢献しているか。

共通の専門領域をもつ教員との間での研究会や、あるいは、学府における共同講義・ゼミナールを

開講することにより、相互の研究意欲の刺激や問題意識の啓発などにより研究の発展に貢献してい
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る。

、国際問題研究所及び福岡県弁護士会との連携講座によって招聘している客員教授・助教授６名は

いずれも実務家として優れた実績を有しており、学界が必ずしも十分に対応し切れていない最先端

。 、 、分野において実務的に成果をあげている 大学院における客員教授・助教授との共同授業 研究会

日常的な意見交換は、実務最先端での学界への多くの問題提起を含んでおり、研究活動の視野の拡

大、研究成果の実務的視点からの検証など多くの点でサポートを受けている。また、国際問題研究

所の山田哲也客員助教授には、その研究成果である論説「ユーゴスラヴィアの国際連合における地

位について」を法政研究67巻２号（平成12年11月）に発表していただいている。

今後は、総合的・学際的研究の組織化による共同研究のいっそうの促進が期待される。

○女性教員の採用にあたって審査員の構成はどのようになっているか。

候補者の発議後に実施されるヒアリングにおいて、候補者が女性の場合、女性教員が関心をもって

参加する傾向は見られるが、女性教員の採用に関して、審査員の構成に特別の条件を追加するとい

う規定・手続きはない。

○他大学出身の教員について、出身大学及び大学院はどこか。

以下に示す通りである。
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法学研究院の構成 教授 客員教授 助教授 客員助教授 講師

人数（平成14年５ 32 4 24 2 2

月１日現在）

九州大学法学部の 10 2 3 1 1

出身者 大学院出身者 10 大学院出身者 0 大学院出身者 3 大学院出身者 1 大学院出身者 1

九州大学大学院(10) 九州大学大学院(3) 九州大学大学院(1) 九州大学大学院(1)

※短期任用を含む

九州大学法学部以 22 2 21 1

外の出身者 大学院出身者 21 大学院出身者 2 大学院出身者 15 大学院出身者 1 大学院出身者 1

京都大学大学院(6) サセックス大学大学院 北海道大学大学院(2) コロンビア大学大学院 東京大学大学院・九州

東京大学大学院(4) (1) 京都大学大学院(2) ・マンチェスター大学 大学大学院(1)※短期任用を含む

東京都立大学大学院(2) 東京国際大学大学院・ カリフォルニア大学バ 開発政策行政研究所(1)

東京大学大学院・ジュ マンチェスター大学(1) ークレー校ロー・スク

ネーヴ大学国際高等問 ール(1)

題研究所(1) 岡山大学大学院・東京

東京大学大学院・コー 都立大学大学院(1)

ネル大学大学院(1) 九州大学大学院(1)

九州大学大学院(1) 東京都立大学大学院(1)

一橋大学大学院(1) 北京大学法学院(1)

大阪大学大学院(1) 東京大学大学院(1)

東北大学大学院(1) ケンブリッジ大学クイ

神戸大学大学院・東京 ーンズカレッジ(1)

大学大学院(1) ジョージタウン大学大

タマサート大学法学部 学院(1)

修士課程(1) 東京大学大学院・パリ

ベオグラード大学法学 第１０大学(1)

部修士課程・京都大学 新潟大学大学院・早稲

大学院(1) 田大学大学院(1)

ニューヨーク大学大学

院・ロングアイランド

大学大学院(1)

◆別添資料（６ ：教員の出身大学および出身大学院（平成14年５月１日現在））

○大講座制の趣旨に沿った配分・運用がなされているとされるが、どのように柔軟になったのか、

具体例を挙げて説明してほしい。

部局の図書研究費の配分に際し、教員個人に配分する分とは別に、全体の20％を大講座共通経費と

して確保し、大講座として共通に必要な図書の購入を促すことを通じて図書の体系的整備を図って

いる。

②諸機能に関する取組状況

○図書を体系的に整備する課題について、どのような方策がとられているか。

・部局の図書研究費の配分に際して、教員個人に配分する分とは別に、全体の20％を大講座共通使

用分として確保し、大講座として共通に必要な図書の購入を促すことをつうじて図書の体系的な

整備を図っている。
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・図書研究費の大半を図書の購入費に充てるため、研究用の備品・消耗品等に充てる支出の上限を

20％以内に制限している。

・従来、体系的かつ具体的な図書収集計画を部局規模で作成することなく、図書収集については個

々の講座もしくは教員の努力にゆだねてきたことへの反省にたって、新たに体系的図書整備の体

制作りにむけた検討を図書委員会で開始する予定である。

５．研究の質の向上及び改善のためのシステム

①組織としての研究活動等及び個々の教員の研究活動の評価体制

○研究の目的・目標の部局間及び部局内での共有化のために積極的な努力がなされているが、今後

の展望はどうか。

21世紀 プログラムへの応募や、中期計画の策定等の法人化への対応などにおいて、部局内や部COE

局間での目的・目標の共有が死活的重要性を帯びているという状況は、今後の共有のいっそうの深

化にとって期待を持たせるものと言える。ただし、これは自動的な過程ではないので、これらの対

応や各分野での評価に関して、部局の全員あるいは少なくとも大半が関与するよう促進することに

よって、目的・目標への意識を高める努力を行っていきたいと考えている。

○評価技法開発の共同研究に関しその成果はどのようなものか。すでになんらかの形で公表されて

いるか。

・大学評価機構の評価への対応を早くから準備する中で、目的・目標の系統性や、目的・目標の類

型（インプット、プロセス、アウトプット、アウトカム）に即した根拠データの提示手法などに

ついて、研究を開始した。７月に提出した自己評価書は、まだ不十分ながら、そうした研究成果

を利用している。

・本分野別評価が一段落した段階で、この評価の経験をふまえて、自己点検・評価委員会の１名に

より、論文を部局の紀要に発表する予定である。

・自己点検・評価委員会と独立行政法人化問題検討ワーキンググループの双方の委員を兼ねるメン

バーを中心に、非営利組織としての大学という見地からマーケティングの理論と応用について研

究を行い、その成果を平成13年11月にとりまとめ、部局内の教員全員と学内の部局長等に配布し

た。これについては、とくに学部教育サービス設計に関する部分を抜萃・要約したものを、平成1

5年前半までに、部局の紀要に投稿する形で公表する予定である。

・複数名の自己点検・評価委員会の委員が、他学部の評価担当教員や全学の評価情報開発室のメン

バー等と共同して、評価に関する学内プロジェクト研究（ 、教育手法開発を対象とするＣタP&P

イプ）を本年度中に申請する予定である。これが採択されれば、評価への意識を高めるとともに
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基本的な評価手法の普及を図るマニュアル書を１年以内に作成することを獲得目標に研究を進め

ることになっている。

○レフェリー制度について、教員を含めてすべての執筆者に適用されるのか。制度の運用の実態、

その効果はどのようなものか。

法政研究は、現在、還暦記念号を除くすべての号において、論説および研究ノートについて常勤の

教授・助教授も含め、すべての原稿についてレフェリー制を採用している。各原稿について、編集

委員会がそれぞれ 名のレフェリーを指名し、実質的な内容についても詳細な評価を依頼し、修正2
すべき点の指摘や掲載不可の判断に至るまで、文書による判定を求めている。審査は厳正であり、

ほとんどの原稿について何らかの修正意見が寄せられているほか、いくつかの件で掲載を見合わせ

る例が出るなど厳しい運用がなされている。このように、実質的な意味におけるレフェリー制を採

ることにより、従来から定評のあった法政研究のレベルを維持するにとどまらず、具体的な修正助

言を受けて原稿がより改善されることになるし、また執筆に際しての自己規律が高まる効果もあっ

て、法政研究の質の向上にも寄与しているといえる。

②評価結果を研究活動等の質の向上及び改善の取組に結びつけるシステムの整備及び機能状況

○外部評価の際、成果型目標設定の必要性について指摘があり、かつ自己点検・自己評価委員会に

おいても、平成１４年度よりそのような目標を設定するために検討を行っていると記されている

が、この点は、研究のあり方全般に関わるものであるだけに、周到な検討を要する。実際にどの

ような問題があるとされるかを尋ねてみたい。

・研究活動そのものについての成果型目標とくに数値的目標については、法学研究院で行われてい

る研究活動の性格から考えて、なかなか難しいと考えている。公正な評価につながる代理指標の

、 。 、 、開発が最大の課題であるが これにはかなりの時間が必要と見込まれる さしあたりは とくに

資金投入量の多い応用分野・花形分野における研究活動の活発さを示すアウトプット型目標（評

価基準）について、対外的に説得力の高いものを考えてみる（共同研究の成果の公刊の頻度、シ

ンポジウムの開催数等）という方向で進むことになるであろう。また、個々の教員の研究業績の

データベース化は、個人評価でどのように活用するかについて教育面・行政面での貢献度の勘案

等々、慎重に検討する必要があるものの、評価のインフラ面での強化にとって必要不可欠と考え

ている。

・研究活動を補助する体制・施策・機能については、たとえば、関連事務の電子化、委任経理金の

管理の効率化、資料購入手続きの簡素化など、数値的目標も含めて成果型目標が比較的作りやす

いとの見通しを持っている。


